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Ⅰ　労働行政を取り巻く情勢

１　青森労働局における行政課題

　青森労働局では、長期化する新型コロナウイルス感染症による労働環境への影響を最小限に抑えるた
め、事業の継続や従業員の雇用維持に取り組んでいる企業への効果的な支援を重要な柱として雇用調整
助成金等の支給による対応を行ってきました。
　また、休業を余儀なくされた中小企業の労働者等のうち、休業手当の支払いを受けることができなかっ
た方に対しては、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給による対応を行ってきまし
た。
　しかしながら、離職者数が30人以上となる大量離職事案が複数件発生するなど、宿泊業、飲食サービ
ス業をはじめとした幅広い業種に影響が出ています。
　一方、青森県の生産年齢人口の構成比は年々低下し、老年人口は過去最高となっており、今後も少子
高齢化が見込まれる中で、労働力の確保や生産性向上等に引き続き取り組む必要があります。

【青森労働局における雇用調整助成金、休業支援金・給付金の支給実績】

２　新型コロナウイルス感染症の感染防止対策

　青森労働局をはじめ、青森県内の労働基準監督署及び
ハローワークにおいては、新型コロナウイルス感染症の
感染防止の観点から、アルコール消毒液の設置、職員に
対する手洗いや咳エチケットの徹底などの対策を講じる
とともに、各種セミナー、説明会等の分散開催やオンラ
イン開催により、これらの参加者の３密回避を図るよう
努めます。
　また、接触をできる限り減らす観点から、電子申請・
郵送での各種申請・届出、電話による労働相談、インター
ネットを通じた情報収集等利用者が来庁しなくても利用
できるサービスの提供に努めます。

令和２年度 令和３年度
（２月末現在） 合計

雇用調整助成金
（特例措置）

支給決定件数 16,042件 14,389件 30,431件

支給決定金額 133.3億円 89.2億円 222.5億円

休業支援金・給付金
支給決定件数 3,843件 5,173件 9,016件

支給決定金額 2.2億円 2.9億円 5.1億円
出所：青森労働局
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Ⅱ　雇用維持・労働移動等に向けた支援やデジタル化への対応

１　最近の雇用情勢

　令和３年の平均有効求人倍率は、大幅悪化となった前年を0.06ポイント上回り、1.05倍と２年ぶりに
１倍を上回りました。
　求職者数は人口減少等の影響と雇用調整助成金等の雇用維持支援により減少し、また、前年に大きく
減少した求人数は増加に転じ、有効求人倍率が上昇しました。
　しかし、コロナ禍以前の水準には回復しておらず、一部業種は依然として厳しい状況が続いています。

２　重点的な取組

（１）雇用維持及び再就職への支援
　ア　雇用調整助成金等による雇用維持の取組への支援
　新型コロナウイルス感染症の特例措置に係る雇用調整助成金等の迅速かつ適切な支給を図り、
雇用維持に取り組む事業主を引き続き支援します。

　イ　求職者支援制度による再就職支援
　新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、やむを得ず離職した方の再就職を促進
します。また、就職に必要な技能及び知識
を習得するための求職者支援制度の積極的
な周知・広報を行うとともに、ハローワー
クにおいて能動的に訓練の受講あっせんを
行います。

資料：青森労働局「職業安定業務統計」
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（２）人手不足分野や地域間の円滑な労働移動の推進
　ア　人材確保対策コーナーでの支援
　医療・介護・福祉・保育等の分野など雇用吸収力の高い分野のマッチング支援を強化するため、
青森、八戸及び弘前の各ハローワークに設置する「人材確保対策コーナー」を中心に、早期再就
職に向けた求職者ニーズの把握と求人者に対する求職者情報の提供や求職者ニーズに基づいた求
人条件緩和、求人内容の明確化の助言等を行います。
　また、資格・経験を有するものの、医療・介護・福祉・保育等の分野への就職を希望していな
い求職者に対しても当該分野への就職の契機となるよう、人材確保対策コーナーの利用を積極的
に働きかけ、担当者制による就職相談・職業紹介等の就職支援等により、重点的なマッチング支
援を行います。

　イ　雇用と福祉の連携による、離職者の介護・障害福祉分野への就職支援
　新型コロナウイルス感染症の影響による離職者の再就職や、介護・障害福祉分野における人材
確保を支援するため、ハローワーク、訓練機関及び福祉人材センターの連携強化による就職支援
を行います。
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（３）デジタル化の推進
　ア　デジタル分野における新たなスキルの習得による円滑な再就職支援
　デジタル分野に係る公的職業訓練の受講を推奨し受講につなげるとともに、訓練期間中から訓
練終了後までのきめ細かな担当者制による就職支援により、デジタル分野における再就職の促進
を図ります。

　　イ　ハローワークの職業紹介業務のオンライン・デジタル化の推進
　ハローワーク利用者の利便性向上を図るため、オンラインでの職業紹介や求人申込み等を可能
とする求職者・求人者マイ
ページの周知・利用促進の
取組を積極的に実施しま
す。　
　また、ハローワークに来
所できない求職者のニーズ
に対応するため、オンライ
ンによる職業相談の実施、
ホームページ等を活用した
情報発信の強化等により、
自宅でも求職活動ができる
ようサービスの向上を図り
ます。　
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Ⅲ　多様な人材の活躍促進

１　男性の育児休業取得等・女性活躍の促進

（１）男性が育児休業を取得しやすい環境の整備の推進
　男女とも仕事と育児等の両立を推進するため、育児・介護休業法が改正され、令和４年４月から段
階的に施行されます。子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みである産後パパ育休制度
（出生時育児休業制度）の創設等の改正内容のほか、「パパ・ママ育休プラス」や「育児目的休暇」等
の男性の育児に資する制度について、労使団体等と連携して周知に取り組みます。
　また、育児休業取得に向けた環境整備の取組事例集や両立支援等助成金の活用を推進し、仕事と育
児が両立できる職場環境の整備を図ります。
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（２）女性活躍推進のための職場環境の整備の推進等
　令和４年４月から改正女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務が常用労働者数101
人以上の事業主に拡大されたことから、計画の策定が確実に行われるよう、報告徴収等の実施により、
法の着実な履行確保を図ります。
　また、不妊治療と仕事の両立に関する周知啓発及び相談支援、母性健康管理措置の履行確保及び職
場環境の整備に取り組む事業主に対する両立支援助成金による支援を行い、不妊治療を受ける労働者
や妊娠中の女性労働者が継続して活躍できる職場環境の整備の推進を図ります。
　さらに、新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるを得ない保
護者である労働者を支援する助成金を支給します。

ハローワーク青森　　
　　マザーズコーナー
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２　新規学卒者への就職支援

　令和４年３月卒業予定者の就職内定率（令和４年１月末現在）を見ると、大学等では85.2％（前年同
月86.7％）、高校では92.4％（前年同月92.0％）となっています。　
　第２の就職氷河期世代をつくらないため、新規学卒者等を対象に、広域的な求人情報の提供や就職支
援セミナー・面接会を実施するとともに、新卒応援ハローワーク等に配置された就職支援ナビゲーター
による担当者制を基本とした個別相談、求人の紹介等就職まで一貫した支援を実施します。
　高卒者等に対しては、企業説明会、就職ガイダンス、就職支援セミナー等を開催し、企業や職業に対
する理解を深める支援を実施します。
　大卒者等に対しては、企業説明会の開催、大学等を訪問して行う出張相談及び窓口での個別相談等を
実施します。

３　就職氷河期世代の活躍支援　

　いわゆる就職氷河期世代は、現在、30代半ばから40代半ばに至っており、雇用環境が厳しい時期に就
職活動を行った世代であり、希望する就職ができず、現在も不本意ながら不安定な仕事に就いている、
無業の状態にあるなど、様々な課題に直面している状態にあります。
　そのため、就職氷河期世代の抱える固有の課題や今後の人材ニーズを踏まえつつ、個々人の状況に応
じた支援により、同世代の活躍の場を更に広げられるよう、令和２年度から３年間で集中的に取り組み
ます。なお、取組に当たっては、あおもり就職氷河期世代活躍支援プラットフォームを通じて、地域一
体となって推進します。

担当のナビゲーターにじっく
りと相談することで、就職ま
での道筋が見え、精神的な負
担が軽くなりました。

今まで分からなかった自分の
強みを発見することができ、
面接でもアピールできまし
た。

主な取組
◆ 不安定な就労状態にある方へ
・ハローワークを始めとした相談体制の整備・充実
・職業訓練の実施等による雇用機会の拡大
・就職支援コーディネーターによる「職場実習」の受入企業の開拓
・企業と就職氷河期世代のマッチングを図る就職面接会等の開催
・助成金等による正社員雇用・正社員転換等企業の取組支援
◆ 長期にわたり無業の状態にある方へ
・地域若者サポートステーションと福祉関係機関との連携強化による相談体制の整備・充実
・地域若者サポートステーションの専門相談員による職業意識やコミュニケーション能力向上
・地域若者サポートステーションで提供する「職場体験・見学」の受入れ先拡大
◆ 社会参加に向けた支援を必要とする方へ
・支援対象者の実態把握
・自立相談支援機関におけるアウトリーチ支援等の相談支援の強化
・支援者の資質向上に向けた研修の実施
・市町村プラットフォームの形成に向けた好事例の紹介など市町村支援
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４　高齢者の就労・社会参加の促進

　65歳までの雇用確保措置の導入状況（令和２年６月１日現在）は、常時雇用労働者数31人以上の企業
において99.9％（前年同）となっています。
　70歳までの就業機会確保に向けた環境整備を図るため、65歳を超える定年引上げや継続雇用制度の導
入等を行う企業に対し、周知・
啓発を行います。
　また、65歳以上の方の再就職
支援に重点的に取り組むため、
青森、八戸、弘前及び五所川原
の各ハローワークに設置してい
る「生涯現役支援窓口」におい
て、高年齢求職者のニーズ等を
踏まえた職業生活の再設計に係
る支援や支援チームによる効果
的なマッチング支援、セミナー
や面接会等のイベントを実施
し、多様な就業ニーズに応じた
再就職支援を行います。

５　障害者の就労促進

　民間企業における雇用障害者数（令和３年６月１日現在）は、3,679.0人（前年3,571.5人）となり、
実雇用率は2.36％（前年2.30％）、法定雇用率（2.3％）達成企業の割合は53.6％（前年54.1％）となっ
ています。
　ハローワークと地域の関係機関が連携し、特に、障害者の雇用経験や雇用ノウハウが不足している障
害者雇用ゼロ企業等に対して、
採用の準備段階から採用後の職
場定着まで一貫したチーム支援
等を実施し、中小企業をはじめ
とした障害者の雇入れ支援等の
強化を図ります。
　公務部門の障害者の雇用促
進・定着支援を推進するため、
ハローワークにおけるマッチン
グを促進するとともに、障害特
性に応じた個別支援、障害に対
する理解促進のための公務部門
向け障害者職業生活相談員資格
認定講習を労働局が講師とな
り、年に２回実施します。



9

Ⅳ　誰もが働きやすい職場づくり、生産性向上等の推進

１　誰もが働きやすい職場づくり

（１）職場における感染防止対策の推進
　引き続き「取組の５つのポイント」や「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止す
るためのチェックリスト」等を活用し、職場における感染防止対策について周知します。

（２）長時間労働の抑制
ア　生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組
む事業者等の支援
　生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組
む中小企業・小規模事業者に対して助成（働き方
改革推進支援助成金）を行うとともに、県内企業
における好事例の収集と紹介、働き方・休み方改
善コンサルタントによる専門的な助言・指導等を
実施します。
　また、局が委託する「働き方改革推進支援セン
ター」による窓口相談や個別訪問支援、セミナー
の実施等に加え、業種別団体等に対する支援を実
施します。

　青森労働局が委託している「働き方改革推
進支援センター」では、働き方改革に係る相
談（同一労働同一賃金、長時間労働の抑制、
助成金など）、セミナーへの講師派遣、社会
保険労務士等専門家による個別訪問支援（無
料）に加え、業種別団体等に対する支援を実
施しています。

青森労働局のホームページでは、 
県内企業の取組事例を紹介しています！ 
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　　イ　長時間労働の抑制に向けた監督指導等の実施
　各種情報から時間外・休日労働時間数が１か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場
等に対する監督指導を実施します。
　また、過労死等防止啓発月間（11月）に過重労働解消キャンペーンの実施や過労死等防止対策
推進シンポジウムの開催など、過労死等防止のための対策に取り組みます。

（３）労働条件の確保・改善対策
ア　新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業に対する適切な労務管理に関する啓発指導等
の実施
　新型コロナウイルス感染症の影響による大量整理解雇等に関する情報収集に努め、適切な労務
管理がなされるよう啓発指導を実施します。
　また、企業の倒産により賃金の支払いを受けられないまま退職した労働者の救済を図るため、
未払賃金立替払制度を迅速かつ適正に運用します。

　　イ　法定労働条件の確保等
　中小規模の事業場における法定労働条件の確保、管理体制の確立及び労働基準関係法令の遵守
の徹底を図るため、必要に応じて具体的な是正改善に向けた取組方法を助言するなど、きめ細か
な情報提供に努めます。

時間外労働の削減、年次有給休暇の取得を促進した事例 

業種・規模 　◆時間外労働の削減

建設業・23人 
水曜日をノー残業デーにしたことにより、建設業だから「長時間労働」や「休日返上」など
は仕方ないという意識が変化し「定時に終わらせる方法」について話し合う機運が高まり、
業務の見直しを進めている。 

建設業・34人 
従業員がさらに働きやすい環境を整備するため、毎週水曜日をノー残業デーとして設定、他
の曜日も残業を行わずに業務を終了できることを目標とし、ノー残業デーを他の曜日も行え
るよう時間外労働削減に取り組んでいる。 

建設業・26人 

残業は当たり前という雰囲気を破るため「毎日ノー残業デー」を掲げ、残業ゼロに取り組ん
だことにより40％以上削減。最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるも
のでもない。唯一生き残ることができるのは、変化できる者である。という社長の座右の銘
を働き方改革でも実践。

業種・規模 　◆年次有給休暇の取得促進

社会福祉施設 ･
52人 

職員の休暇取得に関する意識や意向を会議時にヒアリング。職員の望む休暇制度を定期的に
把握することにより、誕生日には心と体をリフレッシュしてもらおうと温泉入浴券をプレゼ
ントする等の施策を実施し、年次有給休暇の取得を促進している。 

総合建設コンサルタ
ント業・39人

時間単位の年次有給休暇制度の導入やリフレッシュ休暇で旅行などをした社員には費用の一
部を支給する等の制度を採用したところ、2012年には54％であった年次有給休暇の取得率が 
2019年には71％に向上。さらに、有給休暇届出簿の「取得日数」欄に「目標日数」を記入す
る欄を設けることで「取得目標を見える化」し、取得が進まない社員に対しては、声掛けを
実施するようにしている。 

建設業・23人 
まずは年次有給休暇制度を１時間単位で取得できるように改定。今まで、年次有給休暇を育
児や介護のために使うには気が引けると感じていたという社員の話を聞き、年次有給休暇と
特別休暇制度を合わせて周知し、気軽に取得できるよう促している。　
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（４）労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備
　令和３年における休業４日以上の死傷災害（以下「労働災害」という。）の発生状況については、
死亡者数が13人（令和４年２月速報値）と前年より４人増加し、労働災害による死傷者数は1,602人（令
和４年２月速報値）と前年と比べて314人（24.4％増）しています。
　労働災害の事故の型別では、転倒によるものが28.9％、墜落・転落によるものが16.1％と高い割合
を占め、次いで新型コロナウイルス感染症が13.0％を占めています。
　また、労働災害のうち60歳以上の高年齢労働者が占める人数及び割合は、共に年々増加傾向にあり、
令和３年における割合は29.8％を占めています。

　　ア　第13次労働災害防止計画に基づく重点対策の推進等
　第13次労働災害防止計画（平成30年度～令和４年度）の最終年度に当たる令和４年度は、労働
災害の減少を喫緊の重要課題として、労働災害防止団体、事業者団体、関係機関等とも連携を密
にしながら、①建設業におけるはしご、脚立等からの墜落・転落災害の防止、②陸上貨物運送業
における荷役作業時の墜落・転落災害の防止、③製造業におけるはさまれ・巻き込まれ災害の防
止、④全業種における転倒災害の防止に重点を置いた対策を徹底します。
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　また、本年１月から施行された建設アスベスト給付金制度の周知啓発を図るとともに、懇切丁
寧な相談支援を行います。

イ　高齢者の特性に配慮した安全衛生対策を行う企業への支援
　　「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」（エイジフレンド
リーガイドライン）及び中小企業による高年齢労働者の安全・健康確保措置
を支援するための補助金（エイジフレンドリー補助金）の周知を図り、企業
における自主的な取組を支援します。

　　ウ　冬期災害防止対策の推進
　冬期労働災害（冬季特有の気象条件による積雪・凍結・寒冷に起因する労働災害）が多発する
12月から２月までの３か月間において、転倒、墜落、交通災害防止を重点とした冬期労働災害防
止運動を積極的に展開することとし、労働災害防止団体、事業者団体、関係機関等に対して幅広
く周知啓発を行います。

（５）迅速かつ公正な労災補償の実施
　脳・心臓疾患事案及び精神障害事案については、労働時間以外の付加要因の見直しやパワーハラス
メントを明示した改正労災認定基準を踏まえ、迅速・的確な労災認定を行います。
　新型コロナウイルス感染症に係る労災補償については、早期救済の観点から迅速な労災認定に努め
ます。

（６）総合的なハラスメント対策の推進
　令和４年４月から中小企業においてもパワーハラスメント防止措置が義務化されたことを踏まえ、
事業主に対して、適切なハラスメント防止措置が講じられるよう、ハラスメント相談窓口担当者等向
け研修事業やウェブサイト「あかるい職場応援団」の各種ツールの周知を行うとともに、職場におけ
るハラスメント防止措置を講じていない事業主に対し厳正な指導を実施します。
　労働者と事業主の話し合いによる問題解決が難しい事案については、紛争解決援助制度を活用する
ことにより、解決を図ります。
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２　最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等の推進

（１）企業内最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等に取り組む企業への支援
　生産性向上のため、設備投資を行い、時間外労
働の縮減や賃金引上げ等雇用管理改善に取り組む
事業主を支援するため、業務改善助成金等の活用
促進を図ります。

青森労働局に寄せられた相談件数

セクシュアルハラスメントの相談

平成30年度 令和元年度 令和２年度
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※セクシュアルハラスメントや妊娠出産等に関するハラスメント、不利益取扱いの相談件数については、企業からの相談（法律や対策
についての問合せ等）も含まれている。出所：青森労働局

青森県内の業務改善助成金の活用事例

事業所内の最低賃金を一定引き上げ、生産性向上の
ための設備投資などを行った場合の助成金です。

【医療業】
　歯科医療器具の洗浄・滅菌作業について、高
機能の洗浄・滅菌器の導入により洗浄等衛生保
全作業時間が短縮・効率化され、労働能率の増
進が実現した。
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（２）最低賃金制度の適切な運営
　最低賃金について、幅広く周知を図るとともに、履行確保上問題があると考えられる業種等を重点
とした監督指導を行います。

（３）雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
　各種説明会や報告徴収の機会を通じて、同一労働同一賃金などに取り組む先行企業の事例の収集及
び周知を実施するほか、非正規労働者の正社員化や処遇改善に取り組んだ事業主に対してキャリア
アップ助成金による支援を行うことにより、更なる非正規雇用労働者の待遇改善に係る事業主の取組
機運の醸成を図ります。
　また「働き方改革推進支援センター」によるワンストップ相談窓口において、労務管理等の専門家
による、業界別同一労働同一賃金マニュアル等を活用した支援を行います。

多様な働き方の実現応援サイトに
支援ツールを公開しています 

パートタイム・有期雇用労働法 
の解説動画もあります！ 

◆同一労働同一賃金 ［清掃業］
　正社員については、勤続年数に応じた昇格制
度があるが、 パートタイマーの基本給は勤続年
数にかかわらず職種ごとに一律に決めているた
め、勤続年数の長いパートタイマーから不満が
寄せられている。 

【アドバイス内容】
　基本給を職種ごとに決めるのは良いと思
うが、正社員と同様に毎年定期に人事評価
等を行いその評価結果により、基本給の昇
給を考えた方が良い。 
　また、業務に必要とされる資格を取得し
ているパートタイマーには、正社員と同様
に資格手当等の支給を検討したほうが良い
ことを提案した。 

青森働き方改革推進支援センター
相談対応例 



◆ハローワーク
　ハローワーク青森　　　〒030-0822　　青森市中央二丁目10－10 ℡017-776-1561
　ハローワーク八戸　　　〒031-0071　　八戸市沼館四丁目７－120 ℡0178-22-8609
　ハローワーク弘前　　　〒036-8502　　弘前市南富田町５－１ ℡0172-38-8609
　ハローワークむつ　　　〒035-0063　　むつ市若松町10－３ ℡0175-22-1331
　ハローワーク野辺地　　〒039-3128　　上北郡野辺地町字昼場12－１ ℡0175-64-8609
　ハローワーク五所川原　〒037-0067　　五所川原市敷島町37－６ ℡0173-34-3171
　ハローワーク三沢　　　〒033-0031　　三沢市桜町三丁目１－22 ℡0176-53-4178
　ハローワーク十和田　　〒034-0082　　十和田市西二番町14－12　十和田奥入瀬合同庁舎１F ℡0176-23-5361
　ハローワーク黒石　　　〒036-0383　　黒石市緑町二丁目214　 ℡0172-53-8609

◆労働基準監督署・総合労働相談コーナー
　青森労働基準監督署　　　〒030-0861　青森市長島一丁目３－５　青森第二合同庁舎８Ｆ　　　　　　　　　
                                       　　　　　　　　　　℡・監督指導　017-734-4444　・安全衛生課 017-715-5451
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・労災課　　017-715-5452　・総合労働相談コーナー 017-715-5448
　弘前労働基準監督署　　　〒036-8172　弘前市南富田町５－１ ℡0172-33-6411
　八戸労働基準監督署　　　〒039-1166　八戸市根城九丁目13－９　八戸合同庁舎１Ｆ ℡0178-46-3311
　五所川原労働基準監督署　〒037-0004　五所川原市唐笠柳字藤巻507－５　五所川原合同庁舎３Ｆ ℡0173-35-2309
　十和田労働基準監督署　　〒034-0082　十和田市西二番町14－12　十和田奥入瀬合同庁舎３F ℡0176-23-2780
　むつ労働基準監督署　　　〒035-0072　むつ市金谷二丁目６－15　下北合同庁舎４Ｆ ℡0175-22-3136

【ユースエール認定制度】
　若者の採用・育成に積極的で、
雇用管理の状況など、一定の基
準を満たす優良な中小企業を認
定する制度です。

【くるみん認定制度】
　従業員の仕事と子育ての両立を図るための
目標を達成するなど、一定の基準を満たした
企業は「子育てサポート企業」として認定（く
るみん認定）を受けることができます。

【障害者雇用に関する認定制度】
　障害者の雇用の促進や安定に
関する取組など一定の基準を満
たす優良な中小企業を認定する
制度です。

【えるぼし認定制度】
　女性の活躍推進に関する状況が優良で
あるなど、一定の基準を満たした企業は
「女性活躍推進企業」として認定（える
ぼし認定）を受けることができます。

県内の認定状況　17社
（令和４年２月末時点）

愛称（もにす） 
企業と障害者が、明るい未
来や社会の実現に向けて
「ともにすすむ」 

県内の認定状況
えるぼし10社

（２段階目３社、３段階目７社）
（令和４年２月末時点）

県内の認定状況
くるみん　　　　　35社（49件）
プラチナくるみん　４社（４件）
（令和４年２月末時点）

【えるぼし】

【プラチナえるぼし】

◆青森労働局　〒030-8558 青森市新町二丁目４－25 青森合同庁舎
　●総務部（５階）
　　総務課　　　　　℡017-734-4111
　　労働保険徴収室　℡017-734-4145

　●雇用環境・均等室（８階） ℡017-734-4211

●労働基準部（２階）
　監督課　　　℡017-734-4112
　健康安全課　℡017-734-4113
　労災補償課　℡017-734-4115
　賃金室　　　℡017-734-4114

●職業安定部（７階）
　職業安定課　　　℡017-721-2000
　需給調整事業室　℡017-721-2000
　職業対策課　　　℡017-721-2003
　訓練室　　　　　℡017-721-2000
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